
議案第２１８号 

   市道路線の認定について 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条第１項の規定により、下記のとおり市

道路線を認定することについて、同条第２項の規定により議決を求める。 

  令和７年１１月２６日提出 

さいたま市長 清 水 勇 人 

記 
 

路  線  名 
 
延  長 

   ｍ 

 
幅 員 

  ｍ 
起   点 終   点 重要な経過地 

Ｄ 第 ６ ９ ４ 号 線 46 76 5 00 

さいたま市南区曲本

三丁目３９２番４地

先 

さいたま市南区曲本

三丁目３９２番３地

先 

 

Ｊ 第 ５ ０ ３ 号 線 264 50 

16 

～ 

16 

00 

 

04 

さいたま市緑区大字

三室字西宿１２０７

番４地先 

さいたま市緑区大字

三室字西宿１２８４

番７地先 

 

Ｌ第１３８１号線 360 98 16 

 

00 

 

さいたま市緑区大字

三室字西宿１２８５

番２地先 

さいたま市緑区大字

三室字南宿１６１３

番２地先 

 

Ｌ第１３８２号線 197 10 6 00 

さいたま市緑区大字

三室字東宿２０４８

番６地先 

さいたま市緑区大字

三室字東宿２０４８

番３１地先 

 

Ｌ第１３８３号線 60 81 5 

 

00 

 

さいたま市緑区大字

三室字東宿２０４８

番１０地先 

さいたま市緑区大字

三室字東宿２０４８

番３７地先 

 

Ｌ第１３８４号線 86 98 

4 

～ 

4 

00 

 

30 

さいたま市緑区大字

中尾字不動谷４２７

番４地先 

さいたま市緑区大字

中尾字不動谷４２７

番４地先 

 

Ｏ 第 ３ ７ ９ 号 線 72 40 

4 

～ 

4 

00 

 

30 

さいたま市緑区大字

大門字鶴巻２１７５

番４地先 

さいたま市緑区大字

南部領辻字葭山３８

２６番１地先 

 

Ｏ 第 ３ ８ ０ 号 線 206 50 

6 

～ 

6 

00 

 

55 

さいたま市緑区大字

大門字鶴巻２０９６

番７地先 

さいたま市緑区大字

大門字鶴巻２１１４

番１地先 

 

Ｏ 第 ３ ８ １ 号 線 117 21 

2 

～ 

4 

70 

 

00 

さいたま市緑区大字

大門字鶴巻２３６３

番１地先 

さいたま市緑区大字

大門字鶴巻２３７４

番２地先 

 

Ｏ 第 ３ ８ ２ 号 線 153 38 2 70 

さいたま市緑区大字

大門字鶴巻２３７０

番１地先 

さいたま市緑区大字

大門字鶴巻２３６０

番地先 

 

１ ２ ９ ６ ９ 号 線 84 42 4 

 

00 

 

さいたま市見沼区堀

崎町５４３番３地先 

 

さいたま市見沼区堀

崎町５４３番２０地

先 

 

３ ２ ９ ７ ８ 号 線 77 03 5 00 

さいたま市北区別所

町５６番２７地先 

 

さいたま市北区別所

町５６番２１地先 
 



路  線  名 

 
延  長 

   ｍ 

 
幅 員 

  ｍ 

起   点
 

終   点
 

重要な経過地 

４ １ ７ ２ ０ 号 線 47 47 4 00 

さいたま市西区大字

飯田新田字中丸６１

４番６地先 

さいたま市西区大字

飯田新田字中丸６１

４番１０地先 

 

４ ５ １ １ 号 線 58 00 4 00 

さいたま市岩槻区本

町四丁目１９８番１

０地先 

さいたま市岩槻区本

町四丁目１９８番１

６地先 

 

 
 
 


